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平成１９年５月２８日 
各  位 

東京都文京区白山五丁目１番３号 
株式会社ビーマップ 

代表取締役社長 杉野 文則 
(大証ヘラクレス：4316) 

問合せ先：経営企画部長 大谷 英也 
（電話 03-5842-5033） 

 

当社株式の大規模買付行為への対応策に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、平成19年6月21日開催予定の当社第9期定時株主総会（以下、「本定

時株主総会」といいます。）にて、株主の皆様より承認・可決されることを条件に、当社の企業価値の向上及び株主

の皆様の共同の利益の実現に反すると判断される当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策。以下、「本

プラン」といいます。）について、その具体的な内容を決定いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、本プランの具体的な内容を決定いたしました取締役会には、当社監査役全員が出席し、いずれも本プラン

の具体的運用が適正に行われることを条件として、本プランに賛成する旨の意見を述べております。 

 

記 

 

１．当社における企業価値・株主共同の利益の向上の取り組みについて 
 
1.1.当社の経営理念 
当社は平成 10年 9月の設立以来、鉄道・通信・放送のような既存の社会インフラと、革新を続け

る IT技術との間の橋渡しを行い、この役割を通じて、長期での信頼関係の構築と事業の安定的な成
長を目指すべく、活動を続けてまいりました。とりわけ、多種多様なモバイル端末へのコンテンツ

サプライを可能にするソフトとサービスの提供に力を発揮し、株主様、お客様や事業パートナー様

に一定の認知をいただけるようになりました。社名の BeMAP は“Best Mobile Application 
Producer”の略称ですが、これはそうした社会インフラに根ざしたサービス・システムのプロデュー
サーになろうという目的から生まれたものであります。 
そして、放送、通信、鉄道（移動手段）と、当社が携わってきた事業の連携による、「送客」をキ

ーワードにした事業を展開すべく、これまでの活動の集大成として「送客ビジネス ナンバー１」

というスローガンのもと更なる発展を目指そうとしております 
 

1.2.今後の企業価値・株主共同の利益向上の取り組み 
当社はかかる経営理念の実現により、企業価値・株主共同の利益向上を目指します。そして、グ

ループ全体が一丸となって取り組む環境を整備し、また、公表することで実現可能性を高めるため、

本年 5月 14日の取締役会において、新たに平成 22年 3月期までの中期経営計画を定めその一部を
発表いたしました。 
中期経営計画は、以下の三つの柱からなります。 
① 事業成長目標の明確化 
② マネジメント体制の強化 
③ 継続的なコスト削減努力 
まず、①の「事業成長目標の明確化」においては、(1)放送、新聞、携帯電話、インターネットの

クロスメディアを生かした事業拡大、(2)これらに鉄道などの移動手段を加えた社会インフラをター
ゲットにした「送客」をキーワードにした事業展開を行うこと、などをビジネスの柱として、改め

て数値目標を設定しその実現を目指します。また、従来のビジネスモデルから一歩踏み出し、ライ

センス、ロイヤリティー、運用費といった安定収益型ビジネスに比重を移すことで収益基盤を安定

させることを目指します。 
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次に②の「マネジメント体制の強化」においては、(1)連結子会社４社、持分法適用会社１社に拡
大した当社グループ各社の強みを生かしたシナジーの強化を行うため、各社の経営管理体制を強化

する、(2)プロジェクトの進捗管理の徹底と案件が第 4 四半期に集中する事業構造の改善により予実
管理精度を向上させる、(3)業績連動報酬の導入などによる収益拡大へのモチベーションを向上させ
る、などの施策を実行することで、これまでの弱点を補強することを目指します。また、来年度よ

り本格適用される日本版 SOX法による内部統制システムの構築・運用を通じて業務の効率化を図っ
てまいります。 
また③の「継続的なコスト削減努力」においては、役員の員数や報酬の見直しを皮切りに外部流

出コストの徹底管理、工数管理の徹底などの施策により、コストの圧縮に努めてまいります。 
こうした諸施策の実施を通じて、三年後（平成 22年 3月期）には売上高 17億 4,300万円、経常

利益 1億 1,400万円などの数値目標を達成したいと考えております。 
当社としては、こうした中期の経営計画を推進することはもちろん、当社のあるべき姿を伝える

ことにより当社を正しく理解いただき、株主の皆様をはじめとするステークホルダーとの信頼関係

の下に企業価値の向上および株主共同の利益の実現に全力で取り組んでまいります。 
 

２．買収防衛策導入の目的 
 
当社は、上場会社として当社株式の自由な売買が行われており、多様な株主様とともに上記の企

業価値の向上及び株主共同の利益の実現に全力で取り組むことは非常にメリットの大きいことであ

ると考えております。従って、当社取締役会の賛同を得ずに行われる買収であっても、当社資産の

効率的な活用につながり、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、何ら否定され

るべきものではないと考えます。また、会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最

終的には株主の皆様のご意思に基づいて行われるべきものと考えております。 
しかしながら、昨今のわが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣の賛同を得ること

なく、一方的に大量の株式の買付を強行するといった動きが顕在化しつつあります。かかる株式の

大量買付の中には、企業価値または株主の皆様の行動の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、

株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量取

得行為の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間

や情報を提供しないもの、買収者の提示した条件が対象会社の適正な本源的価値を十分に反映しな

いもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必

要とするもの等、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 
翻って、当社を取り巻く新興市場の環境に目を向けてみると、こうした事例に加えて、短期売買

での利益を目的とする買収や反社会的組織との関係を疑われる買収により、企業価値と株主利益を

著しく毀損される事例が生じております。約二年前の当社株式取引に関して不適切な事態が生じた

ことは、当社として甚だ遺憾に感じているところであります。既に発表しているとおり、当社は設

立以来、不当・不法な要求に対しては一貫して毅然とした姿勢を取ってまいりました。この事件に

ついては、株主様、お取引先様をはじめとする様々な利害関係者の方々から、かかる不当な買収者

をしっかりとした対策で排除し、企業価値と株主利益を確保することに努めてもらいたいとの叱咤

激励の声が多く寄せられております。 
ご存知のとおり、本年５月にいわゆる三角合併が解禁されたことを踏まえて買収防衛策を導入す

る企業が増えております。その中には、株主総会など株主様の意向を確認する場を持たずに取締役

会決議のみで安易に実施される余地があるものなど、経営者の保身目的を疑われる仕組みとなって

いるものも散見されます。当社としては、多様な株主様とともに企業価値・株主利益の向上に全力

で取り組むことを第一に考え、買収者から当社株式の大量取得の提案を受けた際には、大量買付等

に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断すること、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代

替案を提案するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために不当な買収に対する
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交渉を行うこと等を可能とすることで、当社グループの企業価値及び株主共同の利益に反する大量

買付を抑止するための枠組みが必要不可欠であると判断し、当社取締役会は濫用的買収に対する買

収防衛策として本プランを本株主総会の承認を得て導入することを決定いたしました。 
当社を取り巻くモバイル業界については、今後も成長が期待されるものの、技術革新や新たなサ

ービスの登場など激しい競争や業界の再編も予想されます。そうした中で、当社と当社グループは、

多様な株主様をはじめとするステークホルダーの皆様とともに企業価値・株主利益の向上に全力で

取り組んでまいります。是非とも趣旨をご理解いただきたいと考えております。 
 
なお、現時点において当社は、特定の第三者から大量取得行為を行う旨の通告や提案を受けてい

るわけではありません。 
 

３．買収防衛策（本プラン）の内容 
 
3.1. 本プランの概要 
本プランの概要は、以下のとおりです。 

 
3.1.1. 手続の設定 
本プランは、当社の株券等に対する買付もしくはこれに類似する行為又はその提案（以下「買

付等」といいます。）が行われる場合に、買付等を行う者（以下「買付者等」といいます。）に対

し事前の情報提供を求める等、上記２．の目的を実現するために必要な手続を定めています。 
 
3.1.2. 新株予約権の無償割当てによる本プランの発動 
買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく当社株券等の買付等を行う場合、

当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがある場合等には、当社

は、買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が買付者等以外の者から当社

株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権（以下「本新株予約

権」といいます。）を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法に

より割り当てます。 
本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って

買付者等以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買付者等の有する当社の議決権割

合は、最大50%まで希釈化される可能性があります。 
 
3.1.3. ビーマップ企業価値検討委員会の利用 
本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、取

締役会の恣意的判断を排するため、独立性の高い社外者等から構成されるビーマップ企業価値検

討委員会の客観的な判断を経るとともに、株主の皆様へその判断の概要などの情報開示を通じて

透明性を確保することとしています。 
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本プランを図示すると以下の通りとなります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. 本プランの内容 
本プランの内容は、以下のとおりです。 

 
3.2.1. 対象となる買付等 
本プランは、以下①又は②に該当する買付等がなされる場合を適用対象とします。買付者等に

は、予め本プランに定められる手続に従っていただくこととします。 
① 当社が発行者である株券等（注1）について、保有者（注2）及びその共同保有者（注3）の株券等

保有割合（注4）が20%以上となる買付 
② 当社が発行者である株券等（注5）について、公開買付け（注6）に係る株券等の株券等所有割
合（注7）及びその特別関係者（注8）の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け 

 
3.2.2. 買付者等に対する情報提供の要求 
買付等を行う買付者等は、当社取締役会が別途認めた場合を除き、当該買付等の実行に先立ち、

当社に対して、下記の各号に定める情報（以下「本必要情報」といいます。）及び当該買付者等が

買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「買付説

明書」と総称します。）を当社の定める書式により提出していただきます。 
当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれをビーマップ企業価値検討委員会

に提供するものとします。ビーマップ企業価値検討委員会は、これを受けて当該買付説明書の記

載内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買付者等に対し、適宜回答期限を

定めた上、自ら又は当社取締役会等を通じて本必要情報を追加的に提出するよう求めることがあ

ります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、本必要情報を追加的に提供していた

だきます。 
記 

① 買付者等及びそのグループ（主要な株主又は出資者及び重要な子会社・関連会社を含み、買
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付者等がファンド又はその出資に係る事業体である場合は主要な組合員、出資者(直接・間
接を問わない)その他の構成員並びに業務執行組合員及び投資に関する助言を継続的に行っ
ている者を含みます。）の概要（具体的名称、資本構成、出資割合、財務内容並びに役員の

氏名及び略歴、反社会的勢力（テロ関連組織を含む。以下同。）との関連性の有無を含む。）。 
② 反社会的勢力に対する対処方針。 
③ 買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の
仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性に関する情報等を含みます。買付等の

完了後に当社株式が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨及びその理由を含みます。

なお、買付等の方法の適法性については資格を有する弁護士による意見書の提出も必要とし

ます。） 
④ 買付等に際しての第三者との間における意思連絡（当社に対して重要提案行為等（証券取引
法第27条の26第1項に定義される重要提案行為等をいう。）を行うことに関する意思連絡を
含む。以下同じ。）の有無及び意思連絡が存する場合にはその具体的な態様及び内容。 

⑤ 買付等の価額の算定根拠及びその算定経緯（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定
に用いた数値情報並びに買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジー

の内容、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの額及びその算定根拠を含みます。） 
⑥ 買付等の資金の裏付け（当該資金の提供者（実質的提供者を含む）の具体的名称、調達方法、
資金提供が実行されるための条件及び資金提供後の誓約事項の有無及び内容並びに関連す

る具体的取引の内容を含む） 
⑦ 買付等の完了後に意図されている当社及び当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、
資金計画、投資計画、資本政策及び配当政策等（買付等完了後における当社資産（当社業務

に関連する知的財産権を含む）の売却、担保提供その他の処分に関する計画を含む）その他

買付等の完了後における当社及び当社グループの取引先・顧客、当社従業員及び当社グルー

プの役員・従業員、その他の当社に係る利害関係者の処遇方針 
⑧ その他当社取締役会又はビーマップ企業価値検討委員会が合理的に必要と判断し、不備のな
い適式な買付説明書を当社取締役会が受領した日から原則として10営業日以内に書面によ
り買付者等に対し要求した情報 

 
なお、ビーマップ企業価値検討委員会は、買付者等が本プランに定められた手続に従うことな

く買付等を開始したものと認められる場合には、引き続き買付説明書及び本必要情報の提出を求

めて買付者等と協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合を除き、原則として、下記3.2.4.1.
記載のとおり、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告するも

のとします。 
 
3.2.3. 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討 

 
3.2.3.1. 当社取締役会に対する情報提供の要求 
ビーマップ企業価値検討委員会は、買付者等から買付説明書及びビーマップ企業価値検討委員

会から追加的に提出を求められた本必要情報（もしあれば）が提出された場合、当社の企業価値・

株主共同の利益の確保・向上という観点から買付説明書及び本必要情報の内容と当社取締役会の

経営計画、当社取締役会による企業評価等との比較検討等を行うために、当社取締役会に対して

も、適宜回答期限を定めた上（原則として10営業日を上限とします。）、買付者等の買付等の内容
に対する意見（留保する旨の意見を含むものとします。以下同じとします。）、その根拠資料、及

び代替案（もしあれば）その他ビーマップ企業価値検討委員会が適宜必要と認める情報・資料等

を速やかに提供するよう要求することがあります。 
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3.2.3.2. ビーマップ企業価値検討委員会による検討作業 
ビーマップ企業価値検討委員会は、買付者等及び（当社取締役会に対して上記3.2.3.1.のとおり

情報・資料等の提供を要求した場合には）当社取締役会から情報・資料等（追加的に提供を要求

したものも含みます。）の提供が十分になされたとビーマップ企業価値検討委員会が認めた場合、

ビーマップ企業価値検討委員会は、原則として、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによ

る当社株式の買付けの場合は60営業日以内、その他の方法による買付提案の場合は90営業日以内
の検討期間（但し、下記3.2.4.3.に記載する場合等には、ビーマップ企業価値検討委員会は当該期
間の延長・再延長をその決議をもって行うことができるものとします。）（以下「委員会検討期間」

といいます。）を設定します。ビーマップ企業価値検討委員会は、委員会検討期間において買付者

等の買付等の内容の検討、買付者等と当社取締役会の経営計画・事業計画等に関する情報収集・

比較検討、及び当社取締役会の提示する代替案の検討等を行います。また、ビーマップ企業価値

検討委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から当該買付等の内容

を改善させるために必要であれば、当社取締役会等を通して、当該買付者等と協議・交渉等を行

い、また、当社取締役会の提示する代替案の株主の皆様に対する提示等を行うものとします。 
買付者等は、ビーマップ企業価値検討委員会が、当社取締役会等を通して、検討資料その他の

情報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものとします。 
ビーマップ企業価値検討委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益に資するようになさ

れることを確保するために、ビーマップ企業価値検討委員会は、当社の費用で、独立した第三者

（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含

みます。）の助言を得ることができるものとします。 
ビーマップ企業価値検討委員会の概要は次のとおりです。 
・ ビーマップ企業価値検討委員会の委員は、３名以上とし、当社と特別な利害関係のない有識
者とします。 

・ ビーマップ企業価値検討委員会は、濫用的買収に該当するか否か等について審議・決議し、
その決議の内容及び理由を付して取締役会に勧告します。取締役会は、ビーマップ企業価値

検討委員会の勧告に従うものとします。 
・ ビーマップ企業価値検討委員会は、審議及び決議を行うにあたり、買収提案者や買収提案の
内容等について十分な情報を取得するよう努め、必要情報が不十分であると判断した場合に

は、必要情報を追加的に提出するよう求めるとともに、第三者専門家にも意見を求め、中立・

公平な観点から慎重に検討を行います。 
・ ビーマップ企業価値検討委員会は、買収提案者から買付提案書が提出された事実及び本必要
情報その他の情報のうち開示が必要と判断する事項については、その時点で株主への情報開

示を行うこととします。 
 
3.2.3.3. 株主に対する情報開示 
ビーマップ企業価値検討委員会は、自ら又は当社取締役会等を通じて、買付者等が現れた事実、

買付者等から買付説明書が提出された事実、委員会検討期間が開始した事実、当社取締役会がビ

ーマップ企業価値検討委員会に代替案を提示した事実及び本必要情報の概要その他の情報のうち

ビーマップ企業価値検討委員会が適切と判断する事項について、ビーマップ企業価値検討委員会

が適切と判断する時点で株主の皆様に対する情報開示を行います。 
 
3.2.4. ビーマップ企業価値検討委員会における判断方法 
ビーマップ企業価値検討委員会は、買付者等が現れた場合には、以下のとおり当社取締役会に

対する勧告等を行うものとします。なお、ビーマップ企業価値検討委員会が当社取締役会に対し

て下記3.2.4.1.乃至3.2.4.3.に従った勧告等を行った場合その他ビーマップ企業価値検討委員会が
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適切と判断する場合には、ビーマップ企業価値検討委員会は、当該勧告又は決議の事実とその概

要その他ビーマップ企業価値検討委員会が適切と判断する事項（委員会検討期間を延長・再延長

する場合にはその期間及び延長・再延長の理由の概要を含みます。）について、速やかに情報開示

を行います。 
 
3.2.4.1. 本新株予約権の無償割当ての実施を勧告する場合 
ビーマップ企業価値検討委員会は、買付者等が本プランに定められた手続を遵守しなかった場

合、又は買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等の結果、買付者等による買

付等が下記3.3.「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当すると判断し、
本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、委員会検討期間の

開始又は終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施するこ

とを勧告します。 
但し、ビーマップ企業価値検討委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした

後も、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、本新株予約権の行使期間開始日（下

記3.4.6.において定義されます。）の前日までの間は、（無償割当ての効力発生前においては）本新
株予約権の無償割当てを中止し、又は（無償割当ての効力発生後においては）本新株予約権を無

償にて取得する旨の新たな勧告を行うことができるものとします。 
① 当該勧告後買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存在しなくなった場合 
② 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が下記3.3.
「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当しないか、又は該当し

ても本新株予約権の無償割当てを実施すること若しくは行使を認めることが相当でない場

合 
 
3.2.4.2. 本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告する場合 
ビーマップ企業価値検討委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉

等の結果、買付者等による買付等が下記3.3.「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件の
いずれにも該当しないか、該当しても本新株予約権の無償割当てを実施することが相当ではない

と判断した場合には、委員会検討期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予

約権の無償割当てを実施しないことを勧告します。 
但し、ビーマップ企業価値検討委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施の勧告をし

た後も、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が下記

3.3.「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当すると判断し、本新株予
約権の無償割当てを実施することが相当であると判断するに至った場合には、本新株予約権の無

償割当てを実施することの新たな勧告を含む新たな判断を行い、これを当社取締役会に勧告する

ことができるものとします。 
 
3.2.4.3. 委員会検討期間の延長を行う場合 
ビーマップ企業価値検討委員会が、当初の委員会検討期間の終了時までに、本新株予約権の無

償割当ての実施又は不実施の勧告を行うに至らない場合には、ビーマップ企業価値検討委員会は、

買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉、代替案の検討等に必要とされる合理

的な範囲内で、委員会検討期間を延長する旨の決議を行います（なお、当該期間延長後、更なる

期間の延長を行う場合においても同様の手続によるものとします。）。 
上記延長の決議により委員会検討期間が延長された場合、ビーマップ企業価値検討委員会は、

引き続き、情報収集、検討等を行うものとし、延長期間内に本新株予約権の無償割当ての実施又

は不実施の勧告を行うよう最大限努めるものとします。 
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3.2.5. 取締役会の決議 
当社取締役会は、ビーマップ企業価値検討委員会の上記勧告を最大限尊重して本新株予約権の

無償割当ての実施又は不実施等（本新株予約権の無償割当ての中止を含みます。）に関する会社法

上の機関としての決議を速やかに行うものとします。当社取締役会は、上記決議を行った場合に

は、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行

います。なお、買付者等は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施に関す

る決議を行うまでの間、買付等を実行してはならないものとします。 
 
3.3. 本新株予約権の無償割当ての要件 
当社は、買付者等による買付等が下記のいずれかに該当し、かつ、本新株予約権の無償割当て

を実施することが相当と認められる場合、上記3.2.5.に記載される当社取締役会の決議により、本
新株予約権の無償割当てを実施することを予定しております。なお、上記3.2.4.のとおり、下記の
要件に該当し本新株予約権の無償割当てを実施することが相当か否かについては、必ずビーマッ

プ企業価値検討委員会の判断を経ることになります。 
記 

① 定款第49条各号に定める濫用型買収である場合 
② 上記3.2.に定める情報提供及び委員会検討期間の確保その他本プランに定める手続を遵守し
ない買付等である場合 

③ 当社取締役会に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与える
ことなく行われる買付等である場合 

④ 当社株主に対して、本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に必要とされる
情報が十分に提供することなく行われる買付等である場合 

 
3.4. 本新株予約権の無償割当ての概要 

3.3の要件が充足される場合に、本プランに基づき実施されることとなる本新株予約権の無償割
当ての概要は、以下のとおりです。 

 
3.4.1. 株主に割り当てる新株予約権の数 
本新株予約権の無償割当ての取締役会決議（以下「本新株予約権無償割当て決議」といいます。）

において当社取締役会が別途定める割当期日（以下「割当期日」といいます。）における当社の最

終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。）に相当す

る数とします。 
 
3.4.2. 割当対象株主 
割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された当社以外の株

主に対し、その保有する当社株式1株につき本新株予約権1個の割合で、本新株予約権を無償で割
り当てます。 

 
3.4.3. 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 
本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。 

 
3.4.4. 本新株予約権の目的である株式の数 
本新株予約権1 個当たりの目的である当社株式（注9）の数（以下「対象株式数」といいます。）

は、別途調整がない限り1 株とします。 
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3.4.5. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の当社株式1株当たりの価額は、1円を下限とし当社株式1株の時価の2 分の1の金額を上
限とする金額の範囲内で、本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める価額

とします。なお、「時価」とは、本新株予約権無償割当て決議の前日から遡って90 日間（終値の
ない日を除きます。）の大阪証券取引所における当社株式の普通取引の終値（気配表示を含みま

す。）の平均値とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。 
 
3.4.6. 本新株予約権の行使期間 
本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定めた日を初日（以下、かかる行使

期間の初日を「行使期間開始日」といいます。）とし、1ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で本新株予
約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める期間とします。但し、下記3.4.9.②項の規
定に基づき当社が本新株予約権を取得する場合、当該取得に係る本新株予約権の行使期間は、当

該取得日の前営業日までとします。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の

払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。 
 
3.4.7. 本新株予約権の行使条件 

(Ⅰ)特定大量保有者（注10）、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大量買付者（注11）、(Ⅳ)
特定大量買付者の特別関係者、もしくは(Ⅴ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅳ)に該当する者から本新株予約権を
当社取締役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者、又は、(Ⅵ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅴ)
に該当する者の関連者（注12）（以下、(Ⅰ)ないし(Ⅵ)に該当する者を「非適格者」と総称します。）
は、原則として本新株予約権を行使することができません。また、外国の適用法令上、本新株予

約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使する

ことができません（但し、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用できる等の

一定の者は行使することができるほか、非居住者の保有する本新株予約権も、下記3.4.9.②項のと
おり、当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。その他、行使条件の細目につい

ては別途取締役会において決定します。 
 
3.4.8. 本新株予約権の譲渡 
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。 

 
3.4.9. 当社による本新株予約権の取得 
① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適
切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日において、全ての

本新株予約権を無償で取得することができるものとします。 
② 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新株予約権の
うち当社取締役会が定める当該日の前営業日までに未行使の本新株予約権の全てを取得し、

これと引換えに、本新株予約権1個につき対象株式数の当社株式を交付することができます。
当社はかかる本新株予約権の取得を複数回行うことができます。 

 
3.4.10. その他 
その他、本新株予約権無償割当ての内容については別途取締役会で決定します。 

 
3.5. 本プランの有効期間、廃止及び変更 
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本プランの有効期間（以下「有効期間」といいます。）は、定款第51条に定めるとおり、本定時
株主総会終結後2年以内に終結する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
までとします。 
但し、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランの内容の決定につい

ての取締役会への上記委任の株主総会決議を撤回する旨の決議が行われた場合、又は、②定款第

52条に定めるとおり、当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により本プ
ランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。 
また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本定時株主総会決議による委任の

趣旨に反しない場合（本プランに関する法令、証券取引所規則等の新設又は改廃が行われかかる

新設又は改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適

切である場合、当社株主に不利益を与えない場合等を含みます。）、ビーマップ企業価値検討委員

会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。 
当社は、本プランが廃止、修正又は変更された場合には、当該廃止、修正又は変更の事実、及

び（修正又は変更の場合には）修正、変更の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行

います。 
 
3.6. 本プランの合理性 

 
3.6.1. 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17 年5 月27 日に発表した「企業価値・株主共同の

利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の

利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足していま

す。 
 

3.6.2. 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 
本プランは、上記２．にて記載したとおり、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買

付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するため

に必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とす

ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもっ

て導入されるものです。 
 

3.6.3. 株主意思を重視するものであること 
本プランは、当社株主総会において本プランに係る委任決議がなされること（本議案をご承認

いただくこと）により導入されます。また、上記3.5.「本プランの有効期間、廃止及び変更」にて
記載したとおり、本プランには、有効期間を約２年間とするいわゆるサンセット条項が付されて

おり、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社株主総会において上記の委任決議を撤回す

る旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。その意味で、

本プランの存続の適否には、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。 
 

3.6.4. 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 
本プランの発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外有識者等から構成され

るビーマップ企業価値検討委員会により行われることとされています。これにより当社取締役会

の恣意的行動を厳格に監視いたします。また、その判断の概要については株主の皆様に情報開示

をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営

が行われる仕組みが確保されています。 
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3.6.5. 合理的な客観的要件の設定 
本プランは、上記3.2.4.及び上記3.3.にて記載したとおり、予め定められた合理的かつ詳細な客

観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な

発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。 
 

3.6.6. 第三者専門家の意見の取得 
上記3.2.3.2.にて記載したとおり、買付者等が現れると、ビーマップ企業価値検討委員会は、当

社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサ

ルタントその他の専門家を含みます。）の助言を受けることができることとされています。これに

より、ビーマップ企業価値検討委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組み

となっています。 
 

3.6.7. デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと 
上記3.5.「本プランの有効期間、廃止及び変更」にて記載したとおり、本プランは、当社の株券

等を大量に買い付けた者が、自己の指名する取締役を株主総会で選任し、かかる取締役で構成さ

れる取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド

型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）

ではありません。また、当社においては取締役の期差任期制は採用されないため、本プランは、

スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発

動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。 
 

3.7. 株主の皆様への影響 
 
3.7.1. 本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響 
本プランの導入時点においては、株主総会決議に基づき、本新株予約権に関する新株予約権無

償割当ての決定権限を取締役会に対して委任していただいているに過ぎず、本新株予約権の無償

割当て自体は行われませんので、株主及び投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはあり

ません。 
 
3.7.2. 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

 
3.7.2.1. 本新株予約権の無償割当ての手続及び名義書換手続 
当社取締役会において、本新株予約権無償割当て決議を行った場合には、当社取締役会は、当

該決議において割当期日を定め、これを公告いたします。この場合、割当期日における当社の最

終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様（以下「割当対象株主」といい

ます。）に対し、原則としてその有する当社株式1 株につき1 個の本新株予約権が無償にて割り当
てられます。従いまして、株主の皆様におかれては、割当期日に間に合うよう、速やかに株式の

名義書換手続を行っていただく必要があります（証券保管振替機構に対する預託を行っている株

券については、名義書換手続は不要です。）。なお、割当対象株主の皆様は、本新株予約権の無償

割当ての効力発生日において、当然に本新株予約権に係る新株予約権者となるため、申込の手続

等は不要です。 
なお、一旦本新株予約権無償割当て決議がなされた場合であっても、当社は、上記3.2.4.1.に記

載したビーマップ企業価値検討委員会の勧告を最大限尊重し、本新株予約権の無償割当ての効力

発生日までにおいては、本新株予約権の無償割当てを中止し、また、本新株予約権の無償割当て
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の効力発生日後本新株予約権の行使期間開始日の前日までの間においては、本新株予約権を無償

にて取得する場合があります。これらの場合には、1 株あたりの株式の価値の希釈化は生じませ
んので、1 株あたりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主又は投
資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。 

 
3.7.2.2. 本新株予約権の行使の手続 
当社は、割当対象株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本

新株予約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日等の必要事項並びに株主の皆様ご自身が本

新株予約権の行使条件を充足すること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を

含む当社所定の書式によるものとします。）その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付い

たします。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様においては、本新株予約権の行使期間内に、

これらの必要書類を提出した上、原則として、本新株予約権1 個当たり1 円を下限とし、当社株
式1 株の時価の2 分の1 の金額を上限とする金額の範囲内で当社取締役会が本新株予約権無償割
当て決議において定める行使価額に相当する金銭を払込取扱場所に払い込むことにより、1 個の
本新株予約権につき原則として1株の当社株式が発行されることになります。 
仮に、株主の皆様が、こうした本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込を行わなけ

れば、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化するこ

とになります。 
但し、当社は、下記3.7.2.3に記載するところに従って非適格者以外の株主の皆様から本新株予

約権を取得し、それと引換えに当社株式を交付することがあります。 
当社がかかる取得の手続を取った場合、非適格者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使及

び行使価額相当の金銭の払込をせずに当社株式を受領することとなり、その保有する当社株式全

体の価値の希釈化は生じません。 
 

3.7.2.3. 当社による本新株予約権の取得の手続 
当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続に従い、当

社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、こ

れと引換えに当社株式を交付することがあります。 
この場合、かかる株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該本

新株予約権の取得の対価として、1個の本新株予約権につき原則として1株の当社株式を受領する
ことになります。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が非適格者でないこと

等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による誓約書をご

提出いただくことがあります。 
 

3.8. その他 
上記のほか、本新株予約権の割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細につ

きましては、取締役会にて決定のうえ、公告または株主の皆様に通知するものとします。 
 
 

注1） 証券取引法第27条の23第1項に定義されます。本書において別段の定めがない限り同じとします。 
注2） 証券取引法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を

含みます。）。以下本書において同じとします。 

注3） 証券取引法第27条の23第5項に規定される共同保有者をいい、同条第6 項に基づき共同保有者とみなされる者を含み
ます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。本書において同じとします。 

注4） 証券取引法第27条の23第4項に定義されます。本書において同じとします。 
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注5） 証券取引法第27条の2第1項に定義されます。3.2.1.②において同じとします。 
注6） 証券取引法第27条の2第6項に定義されます。本書において同じとします。 
注7） 証券取引法第27条の2第8項に定義されます。本書において同じとします。 

注8） 証券取引法第27条の2第7項に定義されます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。但し、同項
第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定め

る者を除きます。本書において同じとします。 
注9）将来、当社が種類株式発行会社（会社法第2条第13号）となった場合においても、①本新株予約権の行使により発行

される当社株式及び②本新株予約権の取得と引換えに交付する株式は、いずれも当社が本定時株主総会開催時におい

て、現に発行している株式（普通株式）と同一の種類の株式を指すものとします。 

注10）「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が20%以上とな
ると当社取締役会が認めた者をいいます。 

注11）「特定大量買付者」とは、公開買付けによって当社が発行者である株券等（証券取引法第27条の2第1項に定義されま

す。以下本脚注11 において同じとします。）の買付け等（同法第27条の2第1項に定義されます。以下本脚注11 にお

いて同じとします。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものと

して証券取引法施行令第7条第1項に定める場合を含みます。）に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者

の株券等所有割合と合計して20%以上となると当社取締役会が認めた者をいいます。 
注12）ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下にある者と

して当社取締役会が認めた者、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお、

「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第3条第3項に定義

されます。）をいいます。 
 
 
 

以  上 
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＜ご参考＞ 
本プランに関わる定款変更案について 

 
 

1. 変更の理由 
高値買取要求を狙う買収等、濫用的な買収によって、当会社の企業価値及び株主共同の利益が

不当に害されることを未然に防止するため、新たに第８章（買収防衛策）を設け、買収防衛策導

入の目的と濫用的買収の類型、平時導入の買収防衛策に係る導入手続、有効期間、廃止手続、買

収が濫用的買収に当たるか否か等の判断の公正性、合理性等を確保するためのビーマップ企業価

値検討委員会の設置について、第49条から第53条を新設するものであります。 
 
2. 変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 
 

現 行 定 款 変  更  案 
（新設） 第８章 買収防衛策 

（新設） （導入の目的および濫用型買収類型） 

第49条 当会社は、以下に定める当会社に対する濫

用的な買収（以下「濫用的買収」という。）等

によって、当会社の企業価値および株主共同

の利益が不当に害されることを未然に防止す

るため、敵対的企業買収防衛策を導入するこ

とができる。 

＜濫用的買収の類型＞ 

① 買収にかかる株式の当社に対する高値買取
要求を目的とする買収 

② 反社会的勢力（テロ関連組織を含む）との
取引等を目的とする買収 

③ 重要な会社資産を廉価に取得する、会社資
産を債務の担保や弁済原資として流用する

等会社の犠牲の下に買収者又は特定の第三

者の利益実現を目的とする買収 

④ 会社の重要な資産を処分させ、その処分利
益で一時的高配当をさせ、もしくは、一時

的高配当による株価急上昇の機会を狙って

高値の売り抜けを目的とする買収 

⑤ 強圧的二段階買収など、株主に株式の売却
を事実上強要するおそれがある買収 

⑥ 当会社取締役会が株主総会の承認に基づき
別途決定する敵対的企業買収防衛策に定め

る手続に違反する買収 

⑦ 前各号の他、当会社の企業価値・株主共同
の利益が、前各号に該当する買収と実質的

に同程度に毀損されるおそれがあることが

客観的かつ合理的に推認される場合であ

り、かつ当該時点で対抗措置を発動しない

場合には、企業価値・株主共同の利益の毀
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損を回避することができない、あるいは、

そのおそれがあると認められる買収 

なお、買収が上記①から⑦の濫用的買収に

当たるかどうかの判断にあたっては、取締役

会は第53条第1項に基づき設置される「ビーマ

ップ企業価値検討委員会」に諮問し、同委員

会の勧告に従うものとする。 

（新設） （買収防衛策導入手続） 

第50条 当会社は、前条に規定する類型の濫用的買

収を防止するため平時に（濫用的買収者が現

れる前に）買収防衛策を導入するときは、株

主総会において承認を得るものとする。 

（新設） （買収防衛策の有効期間） 

第51条 買収防衛策は、株主総会の承認を得た後２

年以内の最終の事業年度に関する株主総会に

おいて、その存続について承認を得なければな

らないものとし、その後も同様とする。 

 ２ 前項の承認が得られなかったときは、取締役

会は、当該買収防衛策を解消するための措置

を速やかに講じなければならない。 

（新設） （買収防衛策の廃止） 

第52条 買収防衛策は、いつでも、取締役会が企業

価値の最大化のために必要があると認めたと

きは、取締役会決議をもってその全部または

一部を廃止することができる。 

（新設） （ビーマップ企業価値検討委員会） 

第53条 当会社は、当会社の株式の大規模買付行為

が濫用的買収に当たるかどうかの判断の公正

性、合理性等を確保するため、ビーマップ企

業価値検討委員会を設置する。 

 ２ ビーマップ企業価値検討委員会の構成、委員

の職務の内容等の細則の決定および委員の選

任は、取締役会が行う。 

（下線は変更部分を示します） 
 

※ 本内容は本日発表の「定款の一部変更に関するお知らせ」にも記載されております。 
 
 
 

以  上 
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＜ご参考＞ 
当社株式の状況について（平成19年3月31日現在） 

 
 

１．発行可能株式総数  126,500株 
 
２．発行済株式の総数   32,108株 
 
３．株主数     4,374名 
 
４．大株主（上位10名） 

当社への出資の状況 
株 主 名 

保有株数（株） 議決権比率（％） 
杉野 文則 2,304 7.1 
大阪証券金融株式会社 1,101 3.4 
輿水 勝弥 520 1.6 
ＳＢＩイートレード証券株式会社 自己融資口 477 1.4 
大和証券株式会社 382 1.1 
朝雄  博 317 0.9 
ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ（ジ

ャパン）リミテッド  
（ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社） 

288 0.8 

松井証券株式会社 287 0.8 
小宮 圭香 230 0.7 
エムエルピー エフエス カストディー 230 0.7 
 
※ 議決権比率は、発行済株式総数より自己株式を控除した数（32,099株）より算出し、小
数点第二位以下を切り捨てて表示しております。 

 
 
 

以   上 



17 

＜ご参考＞ 
ビーマップ企業価値検討委員会 委員（予定） 

 
 

本プラン導入当初のビーマップ企業価値検討委員会の委員は、以下の３名を予定しております。 
 

１．松本充司氏 
現職 早稲田大学大学院国際情報通信研究科 教授（工学博士） 
＜略歴＞ 
昭和45年 日本電信電話公社（現ＮＴＴ）入社 
平成８年 早稲田大学理工学総合研究センター教授 
平成10年 早稲田大学国際情報通信研究センター教授 
平成12年 早稲田大学大学院国際情報通信研究科教授 

 
２．川上陽介氏 

現職 株式会社セルシス 代表取締役会長 
＜略歴＞ 
昭和62年 株式会社キャディックス入社 
平成３年 株式会社セルシス設立、代表取締役社長就任 
平成19年 同 代表取締役会長就任 

 
３．福井達也氏 

現職 渥美総合法律事務所・外国法共同事業 パートナー 弁護士 
平成８年 東京弁護士会登録、新銀座法律事務所入所 
平成13年 あすか協和法律事務所入所 
平成17年 渥美総合法律事務所・外国法共同事業入所 
平成19年 同 パートナー就任 

 
 
 

以  上 


